
【実 施 日】

【時　　間】
【場　　所】
【受　　付】

【問 合 先】

　平成２７年４月から、現在の悩みごと相談員に
よる「悩みごと相談」に代えて、弁護士による「法
律相談・悩みごと相談」を実施します。家庭内や
近隣のことでお悩みの方は、ぜひご利用ください。
相談は無料で、秘密は固く守られます。
～法律相談・悩みごと相談の実施内容～

毎月第１・３水曜日
ただし、第１・３水曜日が祝日の場合
は、前週または翌週となります。
午後１時～３時
福祉会館 １階
事前予約などは必要ありませんので、
直接福祉会館へお出かけください。
総務課

弁護士による
法律相談・悩みごと相談窓口
の開設 総務課

お知らせ

【申請・問合先】

　医療保険が適応されず、高額な医療費がかか
る特定不妊治療（体外受精・顕微授精）の費用
や検査費用の一部を助成しています。
　今年度（３月３１日まで）に検査・治療を終了さ
れた方は、３月３１日（火）までに申請してください。

福祉健康課

不妊症診断検査費・特定不妊治療費
の一部助成 福祉健康課

お知らせ
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【日　　時】

【場　　所】

【問 合 先】

　ご家庭で使用済みの食用油の回収をボラン
ティア団体のご協力で実施しますので、ご利用く
ださい。

３月１６日（月）
午前９時３０分～１１時３０分
中央公民館、松枝公民館、下羽栗
会館
（役場での回収は行いませんのでご
注意ください）

※新聞紙、牛乳パック、ダンボール、アルミ缶も同時
　に回収します。

環境経済課

使用済み食用油の回収
環境経済課

お知らせ

不妊症診断検査

対 象 者

所得制限

対象となる
検査・治療

助成の額

助成の回数

医療機関

法律上の婚姻をしている夫婦で、夫婦のいず
れかまたは両方が笠松町に住所を有する方

なし

不妊症診断の
ための検査

検査に要した費用のうち、
初診・再診料を除いた金額
（ただし上限3万円）

1回

指定なし

特定不妊治療

前年（1月から5月までは
前々年）の夫婦の所得合計
額が730万円未満

体外受精または顕微授精

治療ステージA、B、D、Eは上限10万円
治療ステージC、Fは上限5万円

【平成25年度以前に助成を受けたことがある方】
1年度（4月1日から翌年3月31日）
に2回まで、通算5年間助成
（ただし、通算10回を超えることはで
きない）
【今年度初めて助成を受ける方】
①40歳未満の方は通算6回まで
　（助成期間は制限なし）
②40歳以上の方は1年度目3回、
　2年度目2回まで
※年齢は、初めて助成を受ける際
　の治療開始日における妻の年齢

岐阜県の指定する医療機関

　慢性腎臓病（CKD）は新たな「国民病」
です。生活習慣を見直して予防しましょう。

3月第2木曜日（3月12日）は
「世界腎臓デー」です


